
図表3－19【情緒障害児短期治療施設】都道府県別ケアの形態（大舎・中舎）の状況  

（注り施設調査票に回答した施設に関するデータ（各施設の回答したユニット構成情幸馴こよるもの）  

（注2）在籍児童数は平成20年3月1日時点のもの  
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図表3－20【情緒障害児短期治療施設】都道府県別ケアの形態（大舎・中舎）の  
ユニットあたり平均在籍児童数  

ケアの形態（犬舎・中舎）平均在籍児童数   

0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  

01：北海道  

02青森県  

03岩手県  

04・宮城県  

05：秋田県  

06：山形県  

07：福島県  

08：茨城県  

09：栃木県  

10：群馬県  

11：埼玉県  

12：千葉県  

13：東京都  

14：神奈川県  

15：新潟県  

16：富山県  

17：石川県  

18：福井県  

19：山梨県  

20長野県  

21：岐阜県  

22：静岡県  

23：愛知県  

24：三重県  

25：滋賀県  

26：京都府  

27：大阪府  

28：兵庫県  

29：奈良県  

30：和歌山県  

31：鳥取県  

321島根県  

33二岡山県  

34：広島県  

35二山口県  

36二徳島県  

37二香川県  

38・愛媛県  

39：高知県  

40．福岡県  

41：佐賀県  

42：長崎県  

43：熊本県  

44：大分県  

45：宮崎県  

46：鹿児島県  

47：沖縄県  

▼‘′すや㌧；、．    rし・巧′－′  かす絹鮮誉し1．；竿－ン、ぺも∴三∴ ヾ十えり㍉ヰ   ろご1∫斌－む山1モニュ巧  人士＝’；∴揃t」1禦 

～．モー＿J′・  ，7ぢ1 三ちナ！′や†ゴ‥1、静’；′7・，▼；；、ト烏慧∵↑  

ゝ，▲√ォ′タメ 紡メ 

、テふ、′h軋亘∴ ’†（し ▼せ√さ、1サーゝ写′tち ∴ルrざ’も主；二極、るて毎：■まヒ＿   ヒ ＝′】し   予すrl∴ヤノl   

（：注1）施設調査票に回答した施設に関するデータ（各施設の回答したユニット構成情幸引こよるもの）  

（づ主2）在籍児童数は平成20年3月1日時点のもの  
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図表3－21【情緒障害児短期治療施設】都道府県別ケアの形態（小舎）の状況  

（注1）施設調査票に回答した施設に関するデータ（各施設の回答したユニット構成情報によるもの）  

（注2）在籍児童数は平成20年3月1日時点のもの  
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図表3－22【情緒障害児短期治療施設】都道府県別ケアの形態（小舎）の  
ユニットあたり平均在籍児童数  

ケアの形態（小舎）平均在籍児童数   

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   11  12  

0りと海道  

02：青森県  

03：岩手県  

04二宮城県  

1 05：秋田県  

06山形県  

07：福島県  

08：茨城県  

09二栃木県  

10：群馬県  

＝：埼玉県  

12：干葉県  

13：東京都  

14：神奈川県  

15：新潟県  

16：富山県  

17：石川県  

18二福井県  

19：山梨県  

20：長野県  

21：岐阜県  

22：静岡県  

23：愛知県  

24：三重県  

25：滋賀県  

26ニ京都府  

27二大†振府  

28：兵庫県  

29：奈良県  

30：和歌山県  

31：鳥取県  

32：島根県  

33洞山県  

34：広島県  

35：山口県  

36：徳島県  

37：香川県  

38：愛媛県  

39：高知県  

40：福岡県  

41：佐賀県  

42：長崎県  

43：熊本県  

44：大分県  

45：宮崎県  

46：鹿児島県  

47：沖縄県  

（注1）施設調査票に回答した施設に関するデータ（各施設の回答したユニット構成情報によるもの）  

（注2）在籍児童数は平成20年3月1日時点のもの  
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図表3－23【情緒障害児短期治療施設】都道府県別ケアの形態（小規模グループケア）の状況  

（注り施設調査票に回答した施設に関するデータ（各施設の回答したユニット構成情報によるもの）  

（注2）在籍児童数は平成20年3月1日時点のもの  
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図表3－24【情緒障害児短期治療施設】都道府県別ケアの形態（小規模グループケア）の  

ユニットあたり平均在籍児童数  

ケアの形態川、規模グループケア）平均在籍児童数  

0  1  2  3  4  5  6  

01：北海道  

02：青森県  

03：岩手県  

04：宮城県  

05：秋田県  

06：山形県  

07：福島県  

08茨城県  

09：栃木県  

10：群馬県  

11：埼玉県  

12：千葉県  

13：東京都  

14．神奈川県  

15：新潟県  

16：富山県  

17：石川県  

18：福井県  

19：山梨県  

20：長野県  

21」岐阜県  

22：静岡県  

23：愛知県  

24：三重県  

25：滋賀県  

26：京都府  

27大阪府  

28．兵庫県  

29：奈良県  

30：和歌山県  

31：鳥取県  

32：島根県  

1 33洞山県  

34：広島県  

35：山口県  

36：徳島県  

37：香川県  

38：愛媛県  

39：高知県  

40福岡県  

41．佐賀県  

42：長崎県  

43：熊本県  

44．大分県  

45：宮崎県  

46：鹿児島県  

47こ沖縄県  

▼         l          ■   ■  

（注り施設調査票に回答した施設に関するデータ（各施設の回答したユニット構成情幸削こよるもの）  

（注2）在籍児童数は平成20年3月1日時点のもの  
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図表3－25【情緒障害児短期治療施設】都道府県別入所児童に対するケアの適合状況  

（注）児童個票に回答した施設の児童に関するデータ  
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図表3－26【情緒障害児短期治療施設】都道府県別入所児童に対するケアの適合状況  
（適していない児童率）  

ケアの適合状況（適していない児童率）  

0％  5％  109も  15％   20ワも   25％   30％   35％   40％   45％   50％  

01：北海道  

02：青森県  

03岩手県  

04・宮城県  

05：秋田県  

D6：山形県  

07：福島県  

08：茨城県  

09：栃木県  

10・群馬県  

11．埼玉県  

12：千葉県  

13：東京都  

14ニ神奈川県  

15：新潟県  

16：富山県  

17・石川県  

1針福井県  

19こ山梨県  

20・長野県  

21：岐阜県  

22：静岡県  

23：愛知県  

24：三重県  

25：滋賀県  

26：京都府  

27：大阪府  

28：兵庫県  

29：奈良県  

30：和歌山県  

31二鳥取県  

32：島根県  

33：岡山県  

34：広島県  

35：山口県  

36：徳島県  

37・香川県  

3針愛媛県  

39：高知県  

40：福岡県  

41：佐賀県  

42：長崎県  

43二熊本県  

44ニ大分県  

45：宮崎県  

46：鹿児島県  

47：沖縄県  

」 一  
（注1）児童個票に回答した施設の児童に関するデータ  

（注2）群馬県、長野県、滋賀県は適していない児童数0人  
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4．【情緒障害児短期治療施設】退所理由の傾向  

図表3－27【情緒障害児短期治療施設】平成18年度退所児童数に占める各退所理由の割合  

【情緒障害児短期治療施設】退所理由  

1．就職（自活）に伴う独立   2．家庭復帰又は親戚引き取り   3．養子縁組又は里親妻託  

4．児童養護施設へ措置変更   5．児童自立支援施設へ措置変更   6．他の情緒障害児短期治療施設へ措置変更   

7．自立援助ホームへ措置変更  8．知的障害児施設へ措置変更   9．医療機関への入院   10．その他   

（注）施設調査票に回答した施設の退所児童に関するデータ  
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5．【情緒障害児短期治療施設】情緒・行動上の問題状況の階層別施設数  

※各情緒・行動上の問題状況について施設ごとの在籍児童に占める「疑いあり」及び「確かに問題あり」の児童比率  

図表3－28【情緒障害児短期治療施設】情緒・行動上の問題のある児童比率階層別施設数   

＋】  
【情緒障害児短期治療施設】  

情緒・行動上の問題［1］自閉的傾向   

【情緒障害児短期治療施設】  

情緒・行動上の問題［2］養育者との関係性   
0
 
 
 
5
 
 

3
 
 
 
2
 
 

0
 
 
 
5
 
 

2
 
 
・
・
，
・
－
 
 
 

鼻
舘
岩
 
 

’ 3  l〈 ■  ▼ l  

1   1  

16－ 2ト 26－ 3ト 36－ 41－ 46－ 50％超  

20％ 25％ 30％ 35％ 40％ 45％ 50％  

児童比率   

0－5％ 6－10％1卜 16～ 21－ 26－ 3卜 36－ 41 46－ 509ら超  
15％  20％  25％  30％  35％  40％  45サi 50％  

児童比率  

（注）児童個票に回答した施設の児童に関するデータ  
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（注）児童個票に回答した施設の児童に関するデータ  
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【情緒障害児短期治療施設】  

情緒・行動上の問題［7］物質使用  

【情緒障害児短期治療施設】  

情緒・行動上の問題［引自傷行為  
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0－5％ 6－10％ 11－ 16－  21－  

15ウb  20％  259ら  
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【情緒障害児短期治療施設】  

情緒・行動上の問題［9］集団不適応  

【情緒障害児短期治療施設】  

情緒・行動上の問題［10］社会的引きこもリ  
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0－5％ 6－ 1ト 16－ 2ト 26－ 31－ 36－ 4ト  

10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 35％ 40％ 45％  

児童比率  

0－5％ 610％ 11－ 16－  21－  

159も  209ら  259も   

26－  31－  36－  41－  

30％  35％  40％  459も  

児童比率  
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（注）児童個票に回答した施設の児童に関するデータ  

1；〕5  



（注）児童個票に回答した施設の児童に関するデータ  
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【情緒障害児短期治療施設】  

情緒・行動上の問題［15］知的障害  

【情緒障害児短期治療施設】  

情緒・行動上の問題［16］施設内における他児へのいじめ  
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2   2  2  

1   1  

0   0  

0－5％ 6－10％11－ 16－ 21  26－ 3卜 36  41－ 46－ 50％超  
15％  20％  25％  309ら  35ウも  40サら  4即も  50ワも  

児童比率  

21－ 26－ 31－ 36－ 41－ 46－ 50％超  

25％ 30％ 35％ 40％ 45％ 50％   

児童比率   

「  【情緒障害児短期治療施設】  

情緒・行動上の問題［17］施設内における他児からのいじめ  

0－5％ 6－ 1ト16－ 2卜 26－ 3ト 36－ 4卜 46－ 50％超  

10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 35％ 40％ 45％ 50％  

児童比率  

（注）児童個票に回答した施設の児童に関するデータ  
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6．【情緒障害児短期治療施設】職員の平均勤務経験年数階層別施設数  

図表3－29【情緒障害児短期治療施設】職員の平均勤務経験年数階層別施設数  

（注1）職員勤務状況調査票に回答した施設の職員に関するデータ  

（注2）ここでの「勤務経験年数」とは、調査時点での施設に限定しない児童福祉施設での総勤務経験年数をさす  
（注3）「平均勤務経験年数」は、各施設における該当職種全員の勤務経験年数の合計を該当職種の人数で除したもの  
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